
［標準様式例7-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年11月12日

契 約 業 者 名 （株）ドーコン

契 約 業 者 の 住 所  東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号小伝馬町新日本橋ビルディング

業 務 の 名 称 Ｒ６・Ｒ７尾白川下流地区かんがい用水調査業務

業 務 場 所 富士川水系尾白川下流地区

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年6月12日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年11月30日

変 更 前 の 契 約 金 額 １２，５８４，０００円（税込み）

変 更 金 額 　２，６４０，０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 １５，２２４，０００円（税込み）

変 更 理 由

（第１回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について記
述する）

１．公開用成果品作成　新規追加

２．利用状況実態調査

　１）受益面積調査　調査内容の変更（増）

　２）分水口調査　　調査内容の変更（減）

３．取水量調査　調査内容の変更（増）

１．公開用成果品作成
　　対象となる取水施設について、取水量検討のための過去の台帳等の資料にマーキン
　グすべき記載等があるため、受注者との協議により、公開用成果品の作成を新規に追
　加する。
２．利用状況実態調査
　　利用状況実態調査については、今後の河川法２３条（水利権）申請に向けて、必要な
　取水量を検討するため、実際の水利用の実態を調査するものであり、受注者との協議
　により以下の通り変更する。
　１）受益面積調査
　　　受益面積については、取水量算出の重要な要素であり、より精度の高い検討を行う
　　ため、登記情報のGIS データを構築することなどを追加し、調査内容を変更（増）する。
　２）分水口調査
　　分水口調査については、各取水施設からの取水系統図を整理するための調査であ
る。
　　分水口における敷高や分水量の調査については、取水系統図を整理した後に実施し
　た方が効率的であり、本業務では実施せず、平面位置や分水状況のみを整理すること
　とし、調査内容を変更（減）する。
３．取水量調査
　　取水量調査については、今後の河川法２３条（水利権）申請に向けて、必要な取水量
　を検討するため、実際の取水量を調査するものであり、精度を向上するため、受注者と
　の協議により、流量観測の調査回数など、調査内容を変更（増）する。
４．履行期間
　履行期間については、当初契約の通り、令和７年１１月３０日までとする。


